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こ’
Ｉ
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-

い
よ
い
よ
引
っ
越
し
の
季
節
で
す

―
忘
れ
ず

　いよいよ引っ越しの季節到来です。進学や就職、

転勤などで、この時期、引っ越しの準備を考えてい

る方も多いのではないでしようか。転入や転出、転

居等をされる場合は、必ず届け出をして:ください。

　
　
町
内
の
学
校
間
で
の
転
校

　
　
　
住
民
課
発
行
の
「
住
民
異
動
届
」
、
転
居
前
に
在
学
し
て
い
た

　
　
学
校
の
発
行
す
る
「
在
学
証
明
書
」
「
教
科
書
給
与
証
明
書
」
を

　
　
持
っ
て
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
町
外
へ
の
転
校

　
　
　
担
任
の
先
生
を
通
じ
学
校
長
に
申
し
出
て
、
「
在
学
証
明
書
」

　
　
「
教
科
書
給
与
証
明
書
」
「
日
本
体
育
・
学
校
健
康
セ
ン
タ
ー
の
加

　
　
入
に
関
す
る
書
類
」
を
も
ら
っ
て
、
転
出
先
の
市
町
村
教
育
委
員

　
　
会
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
町
外
か
ら
の
転
校

　
　
　
住
民
課
発
行
の
「
住
民
異
動
届
」
と
、
転
入
前
に
在
学
し
て
い

　
　
た
学
校
が
発
行
す
る
「
在
学
証
明
書
」
「
教
科
書
給
与
証
明
書
」

　
　
「
日
本
体
育
・
学
校
健
康
セ
ン
タ
ー
の
加
入
に
関
す
る
書
類
」
を

　
　
持
っ
て
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

手
続
き
・
問
合
せ
先

　
　
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課
学
校
教
育
係
　
�
8
1
－
士
８
７
士
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臣･ｔ
貝，表（手続き・問合せ先　民生節住民課住民係　�81－↓824）

種　　類 内容と届け出期間 必　　要　　な　　も　　の

転入届

・他の市町村から転入して

　きたとき

・転入した日からｎ日以内

・印鑑

・前の市町村（前住所地）が発行した「転出証明書」

・国民健康保険に加入していた方は、申し出てください

・国民年金手帳と前市町村で最後に納めた領収書（加入者のみ）

　国民年金の住所変更届を社会保険事務所に提出してください

　（住良縁に用紙があります）

・福祉年金証書（加入者のみ）

・母子健康手帳（該当者のみ）

づiヽ護保険資格証明書（該当者のみ）

・児童手当用所得証明書（前住所地に請求）を持参して福祉課

　で手続きをしてください

・妊産婦、乳幼児医療受給資格考証を持っていた方は、申し出

　てください

転居届

・壬生町内で住所を変更し

　たとき

・転居した日から14目以内

・印鑑

・国民健康保険証（加入者のみ）

・福祉年金証書（加入者のみ）

・老人医療受給者証、老人健康手帳（該当者のみ）

・各種医療受給者証

転出届

・壬生町から他の市町村に

　転出するとき

・転出する日まで（転出予

　定日の且日前から）

・印鑑

・印鑑登録証（登録者のみ）

・国民健康保険証（加入者のみ）

・老人医療受給者証、老人健康手帳（該当者のみ）

・各種医療受給者証（該当者のみ）

・児童子当用所得証明書を交付請求してください（児童手当該

　当者のみ）

・ナンバープレート（125cc以下の原動機付き自転車を所有している方）

世帯変更

・世帯主の変更、世帯分離、

　合併など変更したとき

・変更した目から14日以内

・印鑑

・国民健康保険証（加入者のみ）

その他の

届け出

・住所の番地を間違えている、名前に濁音がある又は無いなどの場合は、訂正しますので届

　け出てください

忽誼(の謎包容胞包壱
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　引っ越しの日が決まりましたら、前もって水遠謀へ閉栓

　の手続きをしてください。連絡の際は､住所､氏名、引っ

　越し［1時、引っ越し先をお知らせください。

　引っ越しまでの水道料金（精算分）は、前回の検針目か

　ら引っ越しまでの使用量をもとに計算いたします。

　連絡（閉栓の手続）をいただきませんと、水道を使用さ

　れていなくても、引き続き料金がかかってしまいますの

　で、必ず水遠謀へご連絡をお願いいたします。

問合せ先　水道部水道謀　�８２－２２６０（直通）

　
進
学
の
た
め
、
他
の
都
道
府
県
等
に
引
っ
越
し
た
場
合
、
こ
れ

ら
の
学
生
の
医
療
費
は
、
扶
養
者
な
ど
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
こ
の
た
め
、
国
民
健
康
保
険
で
は
、
こ
の
よ
う
な
学
生
に
、

稽
冗
と
別
の
被
保
険
者
証
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

必
要
な
も
の

　
　
保
険
証
・
在
学
証
明
書
又
は
学
生
証
の
写
し

手
続
き
先

　
　
長
生
郡
住
良
縁
住
民
保
　
�
8
1
－
圭
８
２
４

問
合
せ
先

　
　
民
生
都
保
健
縁
国
民
健
康
保
険
係
　
�
8
1
１
１
８
３
６

ぐ進

に学

す
る
と
き

３

-
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住
民
参
加
の
町
政

　
　
　
　
　
　
　
　
に
つ
い
て

Ｑ
　
住
民
参
加
の
町
政
「
ま
ち
づ
く
り

情
報
Ｂ
ｏ
ｘ
」
を
年
に
１
回
実
施
し
て

ほ
し
い
。

Ａ
　
住
民
の
皆
様
が
町
に
対
し
て
、
直

接
意
見
や
要
望
等
を
伝
え
る
こ
と
の
で

き
る
制
度
と
し
て
、
住
民
参
加
の
町
政

「
ま
ち
づ
く
り
情
報
Ｂ
ｏ
ｘ
」
を
ス
タ
ー

ト
さ
せ
ま
し
た
。
今
後
に
つ
い
て
は
、

皆
様
の
利
用
状
況
等
を
勘
案
し
て
、
検

討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

壬
生
城
に
つ
い
て

○
　
城
内
に
公
民
館
、
図
書
館
な
ど
が

建
っ
て
い
る
が
、
こ
の
場
所
は
、
壬
生

城
を
主
体
に
し
て
、
町
の
シ
ン
ボ
ル
的

な
も
の
に
し
て
は
ど
う
か
。
壬
生
町
の

歴
史
、
夢
、
ロ
マ
ン
を
感
ず
る
と
こ
ろ

で
あ
っ
て
ほ
し
い
。

-

昂
圧
岬
聯
作
▽
ブ
…
…
…
゛
．
が
レ
賢

遡

・･

:;I:!!117:

1.φ,･i･･...4a¥.･

Ａ
　
現
在
壬
生
市
街
地
に
お
い
て
は
、

歴
史
と
文
化
を
生
か
し
た
道
路
や
街
路

灯
な
ど
の
環
境
整
備
を
図
る
と
と
も
に
、

そ
の
中
心
と
な
る
城
址
公
園
に
つ
い
て
、

県
の
補
助
事
業
等
を
活
用
し
、
二
の
丸

門
や
土
塀
の
復
元
、
土
塁
の
修
復
な
ど
、

城
下
町
に
ふ
さ
わ
し
い
街
並
み
景
観
の

創
出
に
よ
り
、
地
域
の
シ
ン
ボ
ル
と
な

る
よ
う
整
備
を
図
っ
て
き
ま
し
た
。
現

在
の
様
々
な
状
況
を
考
慮
す
る
と
、

「
壬
生
城
」
の
復
元
・
再
現
等
の
整
備

は
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
今

後
も
歴
史
と
文
化
を
生
か
し
た
生
活
道

路
等
の
環
境
整
備
を
推
進
す
る
と
と
も

に
、
ご
提
言
を
参
考
に
、
夢
と
ロ
マ
ン

が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
施
設
整
備
等
を

図
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

ト
イ
レ
と
ゴ
ミ
箱
の

　
　
　
　
　
　
設
置
に
つ
い
て

Ｑ
　
御
用
水
通
り
に
ト
イ
レ
と
ゴ
ミ
箱

を
設
置
し
て
ほ
し
い
。

Ａ
　
こ
の
道
路
は
散
策
路
と
し
て
整
備

し
た
も
の
で
あ
り
、
近
隣
の
城
址
公
園

に
公
衆
ト
イ
レ
も
あ
り
、
歩
道
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
中
で
対
応
し
て
も
ら
う
こ

と
と
し
て
い
る
の
で
、
現
在
の
と
こ
ろ

ト
イ
レ
を
設
置
す
る
予
定
は
あ
り
ま
せ

ん
。
ご
み
に
つ
い
て
も
、
利
用
者
の
責

任
に
お
い
て
、
持
ち
帰
っ
て
い
た
だ
く

暴
死
で
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
協
力
い
た

だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

新
設
道
路
等
の
グ
リ
ー
ン

ベ
ル
ト
の
管
理
に
つ
い
て

Ｑ
　
新
し
い
道
路
に
は
、
ゲ
リ
ー
ン
ペ

ル
ト
が
併
設
さ
れ
て
い
る
が
、
手
入
れ

が
追
い
つ
か
ず
雑
草
に
負
け
て
い
る
と

こ
ろ
が
多
い
。
こ
れ
を
各
自
治
会
の
高

齢
者
部
会
ま
た
は
希
望
者
に
任
せ
て
管

理
し
て
も
ら
っ
た
ら
ど
う
か
。

心 . f ’

Ａ
　
ご
提
案
の
と
お
り
で
、
町
で
も
桂
　
４

栽
帯
の
管
理
に
つ
い
て
は
苦
慮
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。
住
民
参
加
手
法
に
つ

い
て
検
討
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

提
案
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
細
部
に
わ

た
り
種
々
の
調
整
が
必
要
で
す
が
、
前

向
き
に
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

ハ
イ
キ
ン
グ
ロ
ー
ド
の

　
　
　
　
　
　
整
備
に
つ
い
て

Ｑ
　
車
依
存
社
会
と
美
食
の
と
り
す
ぎ

に
よ
る
体
力
の
減
少
、
肥
満
等
、
知
ら

ず
の
内
に
体
が
む
し
ば
ま
れ
て
い
る
。

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
、
サ
イ
ク
リ
ン
グ
等
を

奨
励
し
、
病
気
を
し
な
い
健
康
づ
く
り

が
急
務
で
あ
る
。
町
民
の
健
康
増
進
の

た
め
、
黒
川
両
岸
堤
に
ハ
イ
キ
ン
グ
ロ
ー

ド
の
整
備
を
し
た
ら
ど
う
か
。

Ａ
　
町
内
で
は
、
東
雲
公
園
付
近
に
渡

良
瀬
遊
木
地
壬
生
自
転
車
道
が
、
一
部

供
用
開
始
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
後
も
利

用
状
況
な
ど
を
検
討
し
な
が
ら
、
県
に

対
し
延
仲
の
要
望
を
行
っ
て
い
き
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
町
で
も

お
も
ち
ゃ
博
物
館
や
古
墳
群
な
ど
町
内

の
主
要
施
設
を
結
ぶ
、
歩
行
者
自
転
車

道
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
を
検
討
し

て
い
ま
す
。
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